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当社株式に係る買収行為への対処方針(買収防衛策)の継続について 
 
当社は平成 18 年６月 13 日開催の取締役会において、当社の企業価値・株主共同の利益を向上させ

るため、基本方針に照らし不適切な支配の防止のための取組みとして、｢当社株式に係る買収行為へ

の対処方針（買収防衛策）｣（以下「本方針」といいます。）を決議しております。    
さらに、平成 19 年４月 19 日開催の取締役会において、本方針につき有効期限を 1 年間とし、以後

定時株主総会ごとに株主の皆様の信任を得ることを決議しております。 
今般、当社は、本方針が平成 23 年６月 23 日開催の第 78 回定時株主総会（以下｢本定時株主総会｣

といいます。）終結の時をもって有効期間が満了となることに伴い、引き続き当社の企業価値ひいて

は株主の皆様共同の利益の確保・向上を図るため平成 23 年５月 13 日開催の取締役会において、本定

時株主総会における株主の皆様のご賛同を得て承認可決されることを条件として、本方針を下記の内

容で継続することを決定いたしましたのでお知らせします。 
 なお、本方針の有効期限は平成 24 年６月開催予定の当社第 79 回定時株主総会終結の時までといた

します。 
 また、現時点において、当社株式について具体的な買収行為の兆候があるとの認識はございません。 
 
 
Ⅰ．会社の財務及び事業の方針を支配する者の在り方に関する基本方針 
 当社は、自動車業界とその関連業界ならびにビルメンテナンス業界に対して高品質の製品と技術サ

ービスを提供することで、ユーザー各社から高い信頼を得ている専業メーカーです。特に主力となる

金属加工油剤関連事業においては、主要ユーザーである自動車業界の海外進出にもグループ各社を通

じて対応する等国内外において展開を拡大しつつあります。したがって当社の事業運営には、長年に

わたって独自に蓄積してきたノウハウならびに当社に係わりのあるステークホルダーに対する十分

な理解が不可欠であり、このことをもって会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に

関する基本方針としております。 
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Ⅱ．本方針の内容 
１．本方針の目的 
 当社取締役会は、買収行為に合意するか否かは、 終的には株主の皆様が判断する事項であると考

えますが、買収行為への賛否に拘わらず、少なくとも、当社株主の皆様が当該事項について適切な

判断を行う上で、十分な情報と検討の為に必要な合理的期間が提供されるべきと考えます。当社取

締役会は、当社株主の皆様が買収行為について適切な判断をすることを可能とし、ひいては当社の

企業価値及び株主共同の利益の確保・向上を図る上では、当社取締役会が、買収行為に関する情報

を収集し、当該情報に基づいて、社外有識者の委員によって構成される企業価値諮問委員会の意見

を 大限尊重しつつ当該買収行為を評価・検討した上で、当社取締役会としての意見を開示するこ

と、及び必要に応じて当該買収行為への対抗措置を講じることが有益であると判断しております。 
 
２．基本方針 
 当社取締役会は、買収行為が下記 3.の買収提案ルールに準拠して行われることが、当社の企業価

値及び株主共同の利益の確保・向上を図る上で必要と考えます。 
 従って、当社取締役会は、買収行為者が、下記 3.の買収提案ルールに反して当社株式の買収行為

を実行した場合、または買収行為の提案者が、下記 3.の買収提案ルールに反して当社株式の買収

行為を実行しようとした場合には、下記 7.の対抗措置を採ることがあります。 
また、下記 3.の買収提案ルールに従って買収行為の提案(以下「買収提案」という。)が行われた場

合であっても、下記 4.の意見開示基準に準拠し、当社取締役会が、当該買収提案が当社の企業価

値及び株主共同の利益の確保・向上に反すると判断した場合には、下記 7.の対抗措置を採ること

があります。 
 なお、当社取締役会の上記判断に際して、恣意的な判断がなされることを防止する為、下記 5.の

とおり、当社取締役会は、社外有識者によって構成される企業価値諮問委員会を設置します。当社

取締役会は、(1)買収提案について賛成するか、反対するか、または株主総会に付議するか、及び

(2)買収行為ないし買収提案に対して具体的にどのような対抗措置を発動するかについて 終的に

判断するに先立って、同委員会に意見を諮問します。 
同諮問を受けて、同委員会は、(1)下記 4.の意見開示基準に準拠して買収提案を慎重に検討した上

で、当該買収提案について、賛成、反対、または株主総会に付議することを相当とするとのいずれ

かの意見を TD ネットで、当社を通じて開示すると共に、(2)当社取締役会が下記 7.に準拠して提

示した具体的な対抗措置案について、相当性等の観点から、賛成、または反対の意見を TD ネット

で当社を通じて開示します。 
当社取締役会は、同委員会による上記開示意見を 大限尊重した上で、上記(1)及び(2)の事項につ

いて 終的な判断を行い、当社取締役会としての判断を TD ネットで開示します。 
 
３．買収提案ルール 
 当社取締役会は、買収提案者に対して、下記(1)の手続に準拠して買収行為を行うこと、下記(2)

の情報の提示を行うこと、及び当該買収提案について当社取締役会が意見開示する為に必要な合理

的期間として、下記(3)の期間を設けることを求めます。 
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(1) 買収提案手続 
買収提案者は、下記①～④の手続の流れに準拠して、買収行為をしなければならない。 
① 買収提案者は、当社宛に、本方針に定める買収提案ルールに従う旨の意思表明書を提出

する。意思表明書には、買収提案者及びそのグループの概要(買収提案者の名称、住所、

設立準拠法または国籍、代表者の氏名、国内連絡先を含む。)、買収行為の概要を記載す

る。 
② 当社取締役会は、上記①の意思表明書受領後５営業日以内に、買収提案者から、当社取

締役会が買収行為の適否を検討する為に必要な情報として、下記(2)の①～⑦を含む事項

について、買収提案者に対して書面を以て 初の照会をする。 
③ 企業価値諮問委員会が、「買収提案者から、当社取締役会が買収行為の適否を検討する為

に必要な情報が提供された」と認めるまで、買収提案者は、当社取締役会の書面による

照会に対して書面を以て回答する。 
④ 買収提案者は、買収提案について当社取締役会が意見開示する為に必要な合理的期間と

して、下記(3)の期間経過後に、当社株式の買収を実行する。 
(2) 買収提案者に提示を求める情報 

買収提案者は、当社取締役会が買収行為の適否を検討する為に必要な情報として、当社取締

役会が上記(1)②及び③において照会した事項（下記①～⑦の情報を含む。）について当社取

締役会及び企業価値諮問委員会に対して提示しなければならない。 
① 買収提案者及びそのグループの概要(買収提案者の名称、住所、設立準拠法または国籍、

代表者の氏名、国内連絡先を含む。) 
② 買収行為の目的及び内容 
③ 買収対価の算定根拠及び買収資金の裏付け 
④ 買収提案者に対する資金提供者の名称及びその概要 
⑤ 買収行為完了後に意図する当社及び当社関係会社に対する経営方針及び事業計画 
⑥ 買収行為完了後に意図する当社の顧客・株主・社員等への対処方針 
⑦ その他上記①～⑥に関連する事項 

(3) 当該買収提案について当社取締役会が意見開示する為に必要な合理的期間 
買収提案者は、下記①、②の各別の場合に応じて、各号が定める期間経過後にのみ、買収行

為を実行することが出来る。但し、社外有識者により構成される企業価値諮問委員会が下記

期間を延長する旨理由を付して決議し、その内容を開示した場合には、買収提案者は、当該

延長後の期間経過後にのみ、買収行為を実行することが出来る。 
なお、当社取締役会が、同期間内に買収提案に対する意見を開示した場合には、同期間は、

当該意見開示日まで短縮されるものとする。 
① 買収の対価が現金のみとする公開買付による買収行為の場合 

当社取締役会が買収行為の適否を検討する為に必要な情報が提供された日として企業価

値諮問委員会が認めた日(上記 3.(1)③参照)の翌日から起算して 60 日間 
② その他の買収行為の場合 

当社取締役会が買収行為の適否を検討する為に必要な情報が提供された日として企業価

値諮問委員会が認めた日の翌日から起算して 90 日間 
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４．買収提案に対する意見開示基準 
当社取締役会及び企業価値諮問委員会は、買収提案が下記(1)～(7)の各条件のいずれかに該当する

場合には、原則として、当社の企業価値及び株主共同の利益の確保・向上に反するものと判断し、

買収提案に対して反対する旨の意見を開示します。当社取締役会が反対の意見を開示した買収提案

に対して、当社取締役会は、下記 7.の対抗措置を採る場合があります。 
但し、当社取締役会は、買収提案が下記(1)～(7)の各条件のいずれかに該当するか否かの判断につ

いては、社外有識者によって構成される企業価値諮問委員会の意見を 大限尊重します。 
(1) 買収行為が誠実に当社の経営に参加することを目的としておらず、株価をつり上げて高値で

当社株式を当社関係者に引き取らせる目的で買収提案を行う(所謂グリーンメイラー)等、そ

の目的や買収行為後の経営方針等が、当社の企業価値及び株主共同の利益の確保・向上に反

する重大なおそれがあること（所謂焦土化経営等、専ら当社財産を買収提案者やそのグルー

プ会社等に対して譲渡等することを予定している場合を含む。） 
(2) 買収提案が、同提案及び買収価額等の合理性について株主に誤解を与えるおそれがあること 
(3) 買収提案が、株主に対して適切に株式売却を検討することが出来るように配慮されておらず、

株主に対して当社株式の売り急ぎを強要するおそれがある等、買収行為の取引の仕組みが買

収行為に応じることを株主に強要するものであること(所謂二段階買収を含む。二段階買収と

は、たとえば 初の段階で、全株式の買付を勧告することなく、二段階目以降の買付条件を

不利に設定し、あるいは明確にしないで公開買付等の株式買付といった行為をすること。) 
(4) 買収行為の条件（対価の額と内容、時期、方法、違法性の有無、買収行為の実現可能性等を

含む。）が当社の企業価値に照らし不十分または不適切であること 
(5) 買収提案者等が、当社の資産をその買収提案者やそのグループ会社等の債務の担保や弁済原

資として流用する予定で買収提案を行っていること 
(6) 買収提案者が、当社の重要財産の売却処分等による利益をもって一時的な高額の配当をさせ

るか、あるいは一時的な高額の配当等による株価の急上昇の機会を狙って当社株式の高値売

り抜けをする目的で買収提案を行っていること 
(7) その他買収提案が、株主、取引先、顧客、地域社会、従業員その他の利害関係者の利益を含

む当社の企業価値及び株主共同の利益の確保・向上に反する重大なおそれがあること 
 
５．企業価値諮問委員会の構成及び役割 
当社取締役会は、当社の企業価値及び株主共同の利益の確保・向上について、当社取締役会の恣意

的判断を排除する為に、社外有識者から構成される企業価値諮問委員会を設置しました。 
同委員会が公正で中立的な判断を行えるようにする為、同委員は、社外有識者(当社社外役員を含

む。)の中から選任します。なお、同委員会は、当社取締役会が選任する３名以上５名以下の委員

によって構成されます。 
当社取締役会は、本方針の導入に際しても、同委員会から提言・同意を得ました。 
企業価値諮問委員会は、実際に買収行為ないし買収提案が行われた場合に、当社取締役会から、(1)

買収提案について賛成するか、反対するか、または株主総会に付議するか、及び(2)買収行為ない

し買収提案に対する具体的な対抗措置案の相当性等について意見の諮問を受けます。 
同諮問を受けて、同委員会は、(1)上記 4.の意見開示基準に準拠して買収提案を慎重に検討した
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上で、当該買収提案について、賛成、反対、または株主総会に付議することを相当とするとのい

ずれかの意見を TD ネットで、当社を通じて開示すると共に、(2)当社取締役会が下記 7.に準拠

して提示した具体的な対抗措置案について、相当性等の観点から賛成または反対の意見を TD ネ

ットで当社を通じて開示します。 
当社取締役会は、同委員会による上記開示意見を 大限尊重した上で、上記(1)及び(2)の事項に

ついて 終的な判断を行います。 
なお、同委員会が開示する意見の種類は、上記(1)及び(2)の各審議事項に応じて、下記のいずれ

かとします。 
(1) 審議事項 買収提案についての開示意見 

企業価値諮問委員会の開示意見の種類 ① 賛成 
 ② 反対 

 ③ 株主総会に付議することを相当とする 
(2) 審議事項 当社取締役会が提示した具体的な対抗措置案についての相当性等の観点からの

開示意見 
企業価値諮問委員会の開示意見の種類  ① 賛成 

          ② 反対 
以上の他、企業価値諮問委員会は、別紙 1「企業価値諮問委員会の概要」6．記載の各事項につい

て審議し決議します。 
 
６．買収行為ないし買収提案に対する当社取締役会の対処方針 
当社取締役会は、下記(1)～(4)の場合に応じて、買収行為ないし買収提案に対処することとします。 
当社取締役会は、上記 3.(3)の「当該買収提案について当社取締役会が意見開示する為に必要な合

理的期間」内に、買収提案に対する当社取締役会としての意見を TD ネットで開示します。 
また、当社取締役会は、同期間内に、必要に応じて、株主の皆様に買収提案に係る情報を共有して

いただく為に、同情報を TD ネットで開示します。 
また、下記(1)～(4)のいずれの場合でも、当社取締役会は、企業価値諮問委員会の開示意見を 大

限尊重します。なお、当社取締役会と企業価値諮問委員会の意見が異なる場合は、当社取締役会が、

当社取締役各自の善管注意義務ないし忠実義務等に照らして、当社の企業価値及び株主共同の利益

の確保・向上にとって適切と判断する方法で、買収行為ないし買収提案に対処することとします。 
(1) 上記 3.の買収提案ルールに反する買収行為が行われた場合、当社取締役会は、株式分割、新

株予約権の発行等、会社法その他の法律及び当社定款が取締役会の権限として認める措置を

採り、買収行為に対抗することがあります。 
(2) 同ルールに準拠して買収行為が行われた場合であっても、当社取締役会が、上記 4.の意見開

示基準に準拠して、当社の企業価値及び株主共同の利益の確保・向上に反するものと判断し、

買収提案に対して反対する旨の意見を開示した場合には、株式分割、新株予約権の発行等、

会社法その他の法律及び当社定款が取締役会の権限として認める措置を採り、買収行為に対

抗することがあります。 
(3) 買収ルールに則って買収提案が行われ、且つ、買収提案が、当社の企業価値及び株主共同の

利益の確保・向上に反しない場合(上記 4.(1)～(7)に該当しない場合)は、当社取締役会は当
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該買収提案に反対せず対抗措置を採らないものとします。 
(4) 買収ルールに則って買収提案が行われ、且つ、買収提案に対して対抗措置を発動するか否か

について株主総会に付議することが相当と判断した場合には、当社取締役会は、当該買収提

案に対する対抗措置案を株主総会に付議し、対抗措置を発動するか否かを株主総会で決定す

るものとします。 
 
７．本方針に反する買収行為、及び当社の企業価値及び株主共同の利益の確保・向上に反する買収提

案への対抗措置 
上記 6.に基づき、当社取締役会が対抗措置を採る場合は、当社取締役会が、買収行為ないし買収

提案がなされた時点において適切と考える対抗措置を選択します。但し、対抗措置の具体的内容に

ついては、社外有識者によって構成される企業価値諮問委員会から提言を受け、あるいは協議し、

下記(1)～(3)に準拠した内容の対抗措置とします。 
(1) 買収行為とは無関係の株主に不合理な経済的損害を与えない措置 
(2) 買収行為とは無関係の株主を合理的理由なく差別するものではない措置 
(3) 買収行為による当社の企業価値及び株主共同の利益の確保・向上への脅威の程度に応じた必

要性・相当性を有する措置 
上記対抗措置により、買収行為者ないし買収提案者は、経済的損失、議決権割合の低下、議決権行

使に関する不利益等を含む何らかの不利益を被るおそれがあります。 
 
８．法令の改正等 
 本方針の決定後、法令の制定、改正または廃止により、本方針に修正を加える必要が生じた場合に

おいては、当該制定、改正または廃止の趣旨・文言を勘案の上、本方針を合理的に読み替えるもの

とします。 
 
９．本方針の導入及び廃止 
 本方針の有効期間は、本方針の導入を決議した当社定時株主総会から次回当社定時株主総会終結時

までとし、かかる次回定時株主総会において改めて株主の皆様のご信任を得ることとします。その

後も本方針の継続を望まない株主の皆様におかれましては、当社の定時株主総会を通じて、本ルー

ルの継続の要否について意見表明をしていただくことを予定しております。 
 

10．基本方針実現のための取組みについての取締役等の判断及びその理由 

当社取締役会は、本方針は以下の理由により上記 2.の基本方針に沿い、当社の企業価値ひいては

株主共同の利益に合致するものであり、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものとはならな

いと考えております。 

(1) 株主の総体的意思を反映するものであること 
本方針は、当社の株主総会において本方針を廃止する旨の決議が行なわれた場合にはその時

点で廃止されることになりますので、本方針の継続または廃止の判断が株主の皆様に委ねら

れているという意味において、株主の皆様の意思が反映される仕組みになっております。 
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(2) 独立社外者の判断の重視 
    当社は、本方針の導入にあたり、取締役の恣意的判断を排除し、当社の企業価値及び株主の

皆様の共同利益を向上、確保するために企業価値諮問委員会（以下｢諮問委員会｣という。）を

設置しております。 
企業価値諮問委員会の構成員（以下｢諮問委員｣という。）は、厳格な基準の下で選任され、ま

た、諮問委員会は、買収者が出現した場合、当社の費用負担において、必要に応じていつで

も投資銀行、証券会社、公認会計士、弁護士等の外部専門家の助言を受けることができます

ので、諮問委員会の実質的な判断の独立性、公平性及び客観性も担保されております。そし

て、当社取締役会は、本プランの発動の決定に先立ち、諮問委員会の意見開示を経る必要が

あり、また諮問委員会が本プランの不発動の意見開示をした場合であっても、当社取締役会

はかかる諮問委員会の意見開示を 大限尊重しなければなりませんので、これにより、当社

取締役会による恣意的判断が排除されることになります。 
(3) 合理的な客観的要件の設定 

当社取締役会は、上記 6.記載のとおり、合理的かつ客観的な要件が充足されなければ、本方

針を発動させることができませんので、当社取締役会の恣意的な判断に基づく本方針の発動

を防止するための措置が講じられているものといえます。 
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別 紙 １ 
企業価値諮問委員会の概要 

 
１． 設置・解散権者 
  企業価値諮問委員会は、取締役会決議により設置ないし解散される。 

 
２． 委員の選任手続 
  企業価値諮問委員会の委員は、取締役会決議により選任する。 

 
３． 定員 
  企業価値諮問委員会の委員の定員は、3 名以上 5 名以下とする。 

 
４． 委員の資格 
  企業価値諮問委員会の委員は、下記（1）～（4）の条件を満たさなければならない。 

（1）現在または過去において当社、当社の子会社または関連会社（以下併せて「当社等」と

いう。）の取締役（但し、社外取締役を除く。以下同じ。）、または監査役（但し、社外監査役

を除く。以下同じ。）等となったことがない者 
（2）現在または過去における当社等の取締役または監査役の一定範囲(３親等以内)の親族でな

い者 
（3）当社等との間に特別利害関係のない者 
（4）企業経営に関する一定以上の経験者・専門家・有識者 

 
５． 招集権者 
  企業価値諮問委員会の各委員及び取締役会は、必要に応じて、企業価値諮問委員会を招集する

ことが出来る。 
 
６． 審議・決議事項 
  企業価値諮問委員会は、下記（1）～（6）の事項を審議し、決議する。 

（1）買収提案者が、買収提案ルールを遵守しているか否か 
（2）買収提案者が、買収提案ルールに基づいて提示することが求められている情報を当社取

締役会及び企業価値諮問委員会に対して、文書により十分に提示しているか否か 
（3）買収提案についての開示意見 
（4）取締役会が提示した具体的な対抗措置案についての相当性等の観点からの開示意見 
（5）買収提案ルール所定の「買収提案について当社取締役会が意見開示する為に必要な合理

的期間」を延期すべきか否か、及び延期する期間 
（6）取締役会が判断すべき事項のうち、取締役会が企業価値諮問委員会に判断を委ねた事項 
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７． 上記 6.（3）及び（4）に係る決議事項の種類 
  企業価値諮問委員会は、上記 6.（3）及び（4）に係る決議事項は、それぞれ下記種類のうちの

いずれかとする。 
（1）上記 6.（3）「買収提案についての開示意見」について 
  開示意見の種類 ① 賛成 

            ② 反対 
            ③ 株主総会に付議することを相当とする 

（2）上記 6.（4）「取締役会が提示した具体的な対抗措置案についての相当性等の観点からの

開示意見」について 
開示意見の種類 ① 賛成 

② 反対 
８． 定足数及び決議 
  企業価値諮問委員会は、委員の過半数が出席することにより有効に開催される。 
  企業価値諮問委員会の決議は、企業価値諮問委員会の委員全員が出席し、その過半数をもって

これを行う。但し、企業価値諮問委員が遠隔地にいる場合には、電話会議等の手段により企業

価値諮問委員会に出席することが出来るものとする。 
 
９． 委員会の権限 

（1）企業価値諮問委員会は、上記 6．記載の事項を審議・決議する為に、取締役会に必要な説

明や資料の提出を求めることが出来る。 
（2）企業価値諮問委員会は、投資銀行、証券会社、弁護士その他の外部専門家に対し、当社

の費用負担により、助言等を求めることが出来る。 
（3）企業価値諮問委員会は、必要に応じて、当社株式に係る買収行為への対処方針上記 3.(3)

記載の期間を延長することが出来る。 
 
10． 委員ないし委員会の義務 

（1）各企業価値諮問委員は、当社に対して、善良なる管理者の注意義務を負う。 
（2）企業価値諮問委員会は、取締役会の要請に応じ、審議ないし決議に係る理由、根拠等を

説明しなければならない。 
（3）企業価値諮問委員会は、取締役会の要請に応じ、取締役 1 名以上が企業価値諮問委員会

に出席し、審議事項に関する説明を行う機会を与えなければならない。 
（4）企業価値諮問委員会は、審議及び決議を行うに当たり、買収提案者と面談を行う等、可

能な限り情報及び資料を十分に収集し、中立公平な観点から慎重に審議・決議を行わな

ければならない。 
 
11． 取締役会による尊重義務 
  取締役会は、企業価値諮問委員会の決議事項を 大限尊重しなければならない。 

 
以 上 
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別 紙 ２ 本方針のイメージ図(下図はあくまでも概要となります。) 
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別 紙 ３ 当社株式の状況 
 

当社株式の状況（平成 23 年３月 31 日現在） 

 

１．発行可能株式総数    29,180,000 株 

 

２．発行済株式総数     15,200,065 株（自己株式 1,345,931 株を含む） 

 

３．株主数            6,202 名 

 

４．大株主（上位 10 名） 

 

株  主  名 
所有株式数 

（千株） 

発行済株式総数に

対する所有株式数

の割合（％）      

ユシロ化学工業株式会社 1,345  8.85 

日本生命保険相互会社 1,057  6.95 

ユシロ化学工業取引先持株会 711  4.67 

株式会社三井住友銀行 622  4.09 

スズキ株式会社 549  3.61 

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 522  3.43 

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 486  3.19 

ユシロ化学工業従業員持株会 308  2.03 

三井住友海上火災保険株式会社 286  1.88 

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 250  1.64 

     （注）当社の保有する自己株式 1,345,931 株につきましては、議決権を有しておりません。 

 


